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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年11月12日(2009.11.12)

【公表番号】特表2009-508902(P2009-508902A)
【公表日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2009-009
【出願番号】特願2008-531609(P2008-531609)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ 235/42     (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 333/24     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/381    (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 307/68     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/341    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/167    (2006.01)
   Ｃ０７Ｄ 333/40     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  11/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  31/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  17/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  29/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/08     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  37/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  11/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/42     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ 235/42    ＣＳＰ　
   Ｃ０７Ｄ 333/24    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/381   　　　　
   Ｃ０７Ｄ 307/68    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/341   　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/167   　　　　
   Ｃ０７Ｄ 333/40    　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ   1/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  31/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/06    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/08    　　　　
   Ａ６１Ｐ  17/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  29/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/10    １０３　
   Ａ６１Ｐ   9/10    　　　　
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   Ａ６１Ｐ   9/10    １０１　
   Ａ６１Ｐ   9/08    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  37/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ  11/06    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/49    　　　　
   Ａ６１Ｋ   8/42    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月18日(2009.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（IIｂ）若しくは式（IIｃ）若しくは式（IIｅ）若しくは式（IIｆ）：
【化１】

の少なくとも１つの化合物又は該化合物の薬学的に受容可能な塩、エステル若しくはアミ
ド及び医薬に有用な薬学的に受容可能な担体を含む薬学的組成物。
　上記式中、
　－Ｘ’－は、
（ａ）

【化２】

であって、ここでｍは、０、１であり；ｎは、１～３の整数であり、
（ｂ）
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【化３】

であって、ここで「環」は、

【化４】

であり、そしてここでＲ1は、Ｈ、ＮＯ2、ＣＦ3、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、ＣＨ3、Ｎ
Ｈ2、ＮＨアルキル、ＮＨアリール、ＮＨアシルであり、そしてｋは０、１であり、
　－Ｙは、
（ａ）

【化５】

であって、ｓは、０又は１であり、
　Ｒ2は、ＣＯ2Ｈ、ＣＯ2アルキル、ＣＯ2アリール、ＣＯ2ＮＨ2、ＣＯ2アラルキル、Ｓ
Ｏ3Ｈ、ＳＯ2ＮＨ2、ＰＯ（ＯＨ）2、１－Ｈ－テトラゾリル－、ＣＨＯ、ＣＯＣＨ3、Ｃ
Ｈ2ＯＨ、ＮＨ2、ＮＨアルキル、Ｎ（アルキル）アルキル’、ＯＣＨ3、ＣＨ2ＯＣＨ3、
ＳＨ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＨ3、ＣＨ2ＣＨ3、ＣＮ、ＣＦ3であり、
　Ｒ3は、Ｒ2から独立してＨ、ＣＨ3、ＣＨ2ＣＨ3、ＣＦ3、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、
ＮＯ2であり、そしてＲ4は、Ｒ2及びＲ3から独立してＨ、ＣＨ3、ＣＨ2ＣＨ3、ＣＦ3、Ｆ
、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、ＮＯ2、Ｒ2であり、
　Ｒ5は、Ｈ、ＮＯ2、ＣＦ3、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、ＣＨ3、ＯＣＨ3、ＳＨ、ＮＨ2

であり、
　そして－Ｗ－は、－（ＣＨ2－）v、シス－ＣＨ＝ＣＨ－又はトランス－ＣＨ＝ＣＨ－で
あり、そしてｖは、０、１、２であり；
　－Ｗ－が、シス－ＣＨ＝ＣＨ－又はトランス－ＣＨ＝ＣＨ－である場合には、Ｒ2は、
ＮＨ2又はＳＨであってはならず；
（ｅ）
【化６】

であって、ここでｔは、０、１、２であり、
（ｆ）
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【化７】

であり、
（ｇ）

【化８】

であり、
　－Ｚは、
（ｉ）
【化９】

であって、Ｒ7は、Ｒ2から独立してＨ、ＮＯ2、ＣＦ3、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＣＮ、ＣＨ

3、ＯＣＨ3、ＳＨ、ＮＨ2であり、
（ｉｖ）
【化１０】

であって、ここでＫは、ＮＨ、ＮＭｅ、Ｏ、Ｓであり、
（ｖ）
【化１１】

である。
【請求項２】
　化合物が、式（Ａ２）又は式（Ａ３）又は式（Ａ５）又は式（Ａ６）又は式（Ｂ２）又
は式（Ｂ３）又は式（Ｂ５）又は式（Ｂ６）：
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【化１２】

によって定義される、請求項１に記載の薬学的組成物。
　上記式中、－Ｘ’－及び－Ｙは、請求項１で定義される通りであり、そして－Ｘ’’－
は、
【化１３】

であり、そして－Ｙ’は、
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【化１４】

であり、ここですべての指標、記号及び置換基は、請求項１で定義される通りである。
【請求項３】
　化合物が、式（Ｃ２）又は式（Ｃ３）又は式（Ｃ５）又は式（Ｃ６）：
【化１５】

（式中、－Ｘ’’－及び－Ｙ’は、請求項２で定義される通りである）
によって定義される、請求項２に記載の薬学的組成物。
【請求項４】
　化合物が、式（Ｄ２）又は式（Ｄ３）又は式（Ｄ５）又は式（Ｄ６）：

【化１６】

で定義される、請求項３に記載の薬学的組成物。
　上記式中、－Ｘ’’－は、請求項２で定義される通りであり、そして－Ｙ’’は、
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【化１７】

であって、ここでＲ9は、ＣＯ2Ｈ、ＣＯ2アルキル、ＣＯ2アリール、ＣＯ2ＮＨ2、ＣＯ2

アラルキル、ＣＨ2ＳＯ3Ｈ、ＣＨ2ＳＯ2ＮＨ2、ＣＨ2ＰＯ（ＯＨ）2、１－Ｈ－テトラゾ
リル、ＣＨＯ、ＣＯＣＨ3、ＣＨ2ＯＨ、ＣＨ2ＮＨ2、ＣＨ2ＮＨアルキル、ＣＨ2Ｎ（アル
キル）アルキル’、ＣＨ2ＯＣＨ3、ＣＨ2ＳＨであり、
　ここですべての指標、記号及び置換基は、請求項１で定義される通りである。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の式（Ｃ２）又は式（Ｃ３）又は式（Ｃ５）又は式（Ｃ６）又は
式（Ｄ２）又は式（Ｄ３）又は式（Ｄ５）又は式（Ｄ６）の一般構造を有する化学物質。
【請求項６】
　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、急性肺障害（ＡＬＩ）、心肺バイパス、急性呼吸促迫
症候群（ＡＲＤＳ）、クローン病、敗血症性ショック、敗血症、慢性炎症性疾患（例えば
乾癬、アトピー性皮膚炎及び慢性関節リウマチ）、並びに心臓発作、脳卒中、アテローム
性動脈硬化症及び器官移植後に生じる再灌流障害、外傷性ショック、多臓器不全、多発性
硬化症のような自己免疫疾患、経皮経管的血管形成術、喘息並びに炎症性腸疾患を処置す
るための医薬の製造のための、請求項１で定義される式（IIｂ）、式（IIｃ）、式（IIｅ
）又は式（IIｆ）の構造を有する化合物の使用。
【請求項７】
　炎症性疾患を処置、診断又は予防するための医薬の製造のための、請求項１で定義され
る式（IIｂ）又は式（IIｃ）又は式（IIｅ）又は式（IIｆ）の構造を有する化合物の使用
。
【請求項８】
　診断又は治療の薬剤標的のためのビヒクルの製造のための、請求項１で定義される式（
IIｂ）又は式（IIｃ）又は式（IIｅ）又は式（IIｆ）の構造を有する化合物の使用。
【請求項９】
　化粧用組成物又は皮膚科学的組成物の製造のための、請求項１で定義される式（IIｂ）
又は式（IIｃ）又は式（IIｅ）又は式（IIｆ）の構造を有する化合物の使用。
【請求項１０】
　請求項１に記載の式（IIｂ）又は式（IIｃ）又は式（IIｅ）又は式（IIｆ）の少なくと
も１つの化合物及び少なくとも１つの化粧用に許容される成分を含む化粧用組成物。
【請求項１１】
　請求項１に記載の式（IIｂ）又は式（IIｃ）又は式（IIｅ）又は式（IIｆ）の少なくと
も１つの化合物及び少なくとも１つの皮膚科学的に許容される成分を含む皮膚科学的組成
物。
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